
愛知県地域生活定着支援センター

副センター長 泉原拓也
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令和7年度 地方公共団体による再犯防止の
取組を促進するための協議会(中部ブロック)



対象：①矯正施設退所予定者、②矯正施設退所者、③身体を拘束されている被疑者又は被告人、④更生緊急保護の対象と

           なる者のうち、 次に掲げる者、ア：検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者、イ：罰金又は科料の言渡しを受けた
           者 、ウ：刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、⑤その他、センターが必要と認める者

事業：高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支援セ
            ンター」が、保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会、地域の福祉関係機
           関等 と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施す

   ることにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援し、地域共生社会の実現を図るとともに、再犯防止対策に
資することを目的とする。

厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kyouseishisetsu/index.html) から参照

＜業務フロー＞
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地域生活定着支援センターとは

定着支援センター
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愛知県地域生活定着支援センターの紹介
○ 受諾法人名 ：特定非営利活動法人 くらし応援ネットワーク

【受託事業】
愛知県地域生活定着支援センター
名古屋市立ち直り支援コーディネート機関
愛知県就労準備支援事業

【居住支援事業】
愛知県住宅確保要配慮者居住支援法人
日常生活支援住居施設事業
岡崎市終活応援事業（協定締結事業者として指定）

【障がい福祉事業】
相談支援事業
就労移行支援事業
就労継続支援B型事業
生活介護事業
共同生活援助事業

【その他の事業】
名古屋保護観察所の自立準備ホーム登録
協力雇用主
保護司(法人職員4名登録)

○ 開所日 ：平成22年(2010年)4月

○ センター職員配置：センター長1名(兼務)、副センター長1名(兼務)、主任相談員2名(専従)
相談員4名(専従)、相談員3名(兼務)、非常勤職員2名(専従1名、兼務1名)
合計 13名(常勤換算9名)

○ 開所時間 ：月～金 9：00～18：00

○ 事務所住所 ：愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目8-13 彫清ビル南館501
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被疑者等支援業務とは

全国定着支援センター協議会ウェブサイト(https://zenteikyo-jimu.jimdofree.com/) から参照

【被疑者等支援業務 業務フロー】
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被疑者等支援業務の実績(愛知県)
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愛知県地域生活定着支援センター

被疑者等支援業務の実績

支援件数
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※令和3年4月～令和7年11月末現在での支援状況でデータは算出
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被疑者等支援業務の事例(愛知県) ①

対象者名 X

年齢 20代前半

手帳 療育手帳(B判定)

障害名 知的障害・発達障害の疑い

罪名 詐欺
他人名義のクレジットカードを使用

支援開始段階の
本人状況

警察署に身柄勾留中
被疑者

・対象者Xの国選弁護人から愛知
県地域生活定着支援センター
に相談依頼書で支援依頼がある。

※平成27年度：相談依頼書の
定型書式の運用を開始。
（インテイクシートのさらに
簡易版のようなもの）

（愛知県弁護士会のHPから同
弁護士会会員のみダウンロー
ド可能な様式）

※個人が特定されないよう、事例の一部を改変しています。
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被疑者等支援業務の事例(愛知県) ②

○対象者Xには、逮捕前に支援者がすでにいた。
また、対象者Xが逮捕前にいた地域である愛知県一宮市では、自立支援協議会の中に「触法障
害者支援連絡会議」という会議体があり、検察庁・保護観察所・愛知県弁護士会・定着支援セン
ターが一宮市の自立支援協議会の触法障害者支援ネットワークに入っている。
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被疑者等支援業務の事例(愛知県) ③

○対象者Xは、逮捕前に住んでいた障害者GHをすでに退所。Xは逮捕以前も、一宮市の自立支
援協議会に参加している障害者GH等の支援を転々としており、帰住できる施設(住まい)がな
かった。

問題な点：釈放後の帰住先がない

更生緊急保護の活用の必要性が高い

被疑者等支援業務(勾留中の環境調整)での支援

弁護士 定着支援センター

検察庁 保護観察所

支援依頼
相
談

情
報
提
供事務連絡

被
疑
者
等
支
援
業
務
の
依
頼
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被疑者等支援業務の事例(愛知県) ④

被疑者等支援業務で支援が決定

保護観察所の調整で名古屋市の障
害者GHが登録している自立準備
ホームへの入所が決定

愛知県地域生活定着支援センターが
対応

更生緊急保護期間は自立準備ホーム
で生活する

更生緊急保護期間中に障害者GHへ
の移行支援を行う

入所していた自立準備ホームが運営
する障害者GHに入所

現在も再犯せず、社会で
安心・安全に生活している。

釈放
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ご清聴ありがとうございました。
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